
① 定義について ａ 合法性の定義が示されているが、森林に関する法令の具体的な範囲を示すべき

ｂ 海外では、森林を所有する権利や利用する権利が明確でない地域がある。特にこうし
た地域での土地の所有権や賃貸契約が文書化され、そうした権利や契約に反していな
いことが「合法性」の証明に含まれるべき

ｃ 持続可能な森林経営の定義は社会的に合意が得られていないが、何らかの定義を示す
べき

② 証明方法につい
て

ｄ 合法性の証明は、形式は定めず簡素なものとし、基本的には各企業からの自己申告の
ような形で対応できるようにすべき

ｅ 合法性の証明は、「手続が正しくなされたもので、手続に不正がないことが証明され
たものであること」とし、手続の正当性をさらに厳しく規定すべき

ｆ どの程度の記載内容であれば証明書として許容されるのか具体的に示すべき

ｇ すべての証明方法において、政府や木材業者関係者とは別に、「独立した第三者機関
による審査」が行われた上で、「合法性、持続可能性」の証明がなされるべき

・ 森林認証による
証明

ｈ 森林認証制度は、合法性および持続可能性の要件を満たすものであることを明記すべ
き

ｉ 持続可能性については、森林認証制度によってのみ可能とすべき

ｊ 各森林認証制度の信頼性について検証し、信頼できると判断されたもののみを用いる
べき

・ 団体認定による
証明

ｋ どういう組織が「森林・林業・木材産業関係団体」に該当するか、国内及び海外の両
者につき要件を示すべき

ｌ 団体認定の仕組みについて、一定水準を確保するための具体的な手続を示すべき

ｍ 自主的行動規範に最低限記載されるべき事項等を明記すべき

ｎ 証明書の記載内容は、何をどのように記載すべきか、証明書の参考様式を示すべき

ｏ 証明書には、サプライチェーンを特定することができる情報を記載すべき

・ 個別企業等の証
明

ｐ 個別企業等の独自の取組による証明方法では「規模の大きな企業等」とあるが、規模
の大小で木材・木材製品の合法性、持続可能性の確認方法が変わるものではないこと
から、「企業等」とすべき

ｑ 個別企業等の独自の取組による証明方法に関するイメージ図も示すべき

③ 証明書の保管等 ｒ 証明書の保管期間を明示すべき

④ 取組状況の検証
と見直し

ｓ 協議会の設置時期、および見直し時期を明記すべき。また、協議会メンバーについて
は、業界の実態を踏まえ幅広い分野から選任すべき

ｔ 本措置の実施に当たっては、実際に調達された木材製品を事後評価し、適切に合法
性・持続可能性が証明・確認されているかどうかを公正にチェックすべき。また、調
達された木材製品の合法性に疑義が生じた際には、納入業者に合法性を証明する書類
の提出を要請するなど、独立したチェック体制を整えるべき

⑤ その他 ｕ 海外については、合法性の証明書類の発行が円滑に実施されるよう我が国政府から輸
出国政府に対し、要請すべき。また、木材輸出国の森林の伐採に関する法令等を早急
に調査し、関係者に情報を提供すべき

ｖ 本ガイドラインには、調達側である国の機関としてやるべき事が何ら書かれていな
い。本来、グリーン購入法は国の機関と契約業者に対して義務を課すものであること
から、調達者としてできる事、やるべき事もガイドラインに盛り込むべき

注

林野庁作成のガイドライン（案）に関して寄せられた主な意見（概要）

：グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直し概要（案）に対する意見募集の際
（平成１８年１月実施）に寄せられた意見
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林  野  庁     
平成１８年５月 23 日 

 

ガイドラインの見直しに対するＮＧＯの意見(H18.12)について 

 
 

１．本措置が２００６年４月に施行された後、速やかにガイドライ

ンの改定に向けて作業を開始すること 

 

２．改定される新ガイドラインは、林野庁だけではなく、環境、国

土交通、経済産業各省と、関係団体、ＮＧＯが公平に参加した協

議会で開かれた議論を通じて作成すること。その際、関係省庁、

業界、ＮＧＯのバランスを考慮すること。 

 

３．協議会の議論の経緯は議事録として記録すること。 

 

以上 




